
目

次

規

則

△

広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

財
産
管
理
室)

…
…
…
二

△

広
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

漁
業
調
整
室)

…
…
…
二

△

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

教
育
委
員
会)

…
…
…
三

(

以
上
県
法
規
登
載)

告

示

△

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

(

証
紙
代
金
収
納
計

器
の
取
扱
人
の
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

税

務

室)

…
…
…
三

(

県
法
規
登
載)

△

農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
変
更(

二
件)

(
農
地
保
全
室)

…
…
…
三

△

公
共
測
量
の
実
施

(

土
木
建
築
総
務
室)

…
…
…
四

△

道
路
の
区
域
変
更(

二
件)

(

道
路
保
全
室)
…
…
…
四

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)
…
…
…
五

△

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
五

(

県
法
規
登
載)

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

県
民
文
化
室)

…
…
…
五

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

(

二

件)
(

地
域
産
業
振
興
室)

…
…
…
五

△

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
退
任

(

呉
地
域
事
務
所)

…
…
…
六

△

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分(

二
件)

(

芸
北
地
域
事
務
所)

…
…
…
六

△

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意(

市
町
村)

(

福
山
地
域
事
務
所)

…
…
…
六

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

備
北
地
域
事
務
所)

…
…
…
六

教
育
委
員
会
教
育
長
公
告

△

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
の
休
館

七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

七

△

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数

七

△

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

七

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

八

正

誤

△

平
成
十
八
年
三
月
二
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
十
六
号
中
広

島
県
公
告
の
訂
正

(

漁
業
調
整
室)

…
…
…
八

△

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
十
三
号
中

広
島
県
公
告
の
訂
正

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
九

△

平
成
十
八
年
三
月
十
日
付
け
広
島
県
報

(

号
外)

第
三
十
六
号
中

広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号
の
訂
正

(

港
湾
管
理
室)

…
…
…
九

△

平
成
十
八
年
三
月
八
日
付
け
広
島
県
報

(

号
外)

第
三
十
五
号
中

監
査
委
員
公
表
の
訂
正

…
…
…
九

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
九
号)

(

財
産
管
理
室)

一

改
正
の
要
旨

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
と
し
て
追
加
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
手
続
を
定
め
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

★

広
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
号)

(

漁
業
調
整
室)

一

改
正
の
要
旨

市
町
の
合
併
に
伴
い
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
等
の
禁
止
区
域
の
表
示
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
の

整
理
を
行
っ
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
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…
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…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
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…
…
…
…
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…
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…
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…
…
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…
…
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…
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…
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二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

★

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
一
号)

(

教

育
委
員
会)

一

改
正
の
要
旨

１

奨
学
生
は
、
広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か

の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

２

奨
学
生
が
在
学
す
る
高
等
学
校
等
の
長
は
、
当
該
奨
学
生
に
係
る
学
習
成
績
を
知
事
に
報
告
す
る

こ
と
と
し
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

規規規

則則則

広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
九
号

広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
契
約
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

(

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契

約
を
締
結
す
る
場
合
の
手
続)

第
三
十
条

契
約
担
当
職
員
は
、
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

随
意
契
約
の
方
法
に
よ
る
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
契
約
を
し
よ
う
と

す
る
物
品
又
は
役
務
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
契
約
の
内
容

二

契
約
の
相
手
方
の
決
定
方
法
及
び
選
定
基
準

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

契
約
担
当
職
員
は
、
前
項
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
契
約
を
し
た
物
品
又
は
役

務
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
契
約
の
内
容

二

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
縦
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
号

広
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
漁
業
調
整
規
則(

昭
和
四
十
一
年
広
島
県
規
則
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
イ
及
び
ウ
並
び
に
同
表
第
二
号
イ
中

｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に

改
め
、
同
号
ウ
中

｢

佐
伯
郡
大
野
町｣

を

｢

廿
日
市
市｣

に
、｢

同
郡
宮
島
町｣

を

｢

同
市
宮
島
町｣

に
改

め
、
同
号
エ
及
び
同
表
第
三
号
ア
中

｢

佐
伯
郡
大
野
町｣

を

｢

廿
日
市
市｣

に
改
め
、
同
号
イ
中

｢

佐
伯
郡

大
野
町｣

を

｢

廿
日
市
市｣

に
、｢

同
郡
宮
島
町｣

を

｢

同
市
宮
島
町｣

に
、｢

同
郡
大
野
町｣

を

｢

同
市｣

に
改
め
、
同
号
ウ
中｢

佐
伯
郡
大
野
町｣

を｢

廿
日
市
市｣

に
改
め
、
同
号
エ
及
び
オ
中｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
、
同
号
カ
中

｢

佐
伯
郡
大
野
町｣

を

｢

廿
日
市
市｣

に
改
め
、
同
表
第
六

号
ア
中

｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
、
同
表
第
二
八
号
ア
及
び
キ
並
び
に
同
表
第

三
二
号
ア
中

｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
、
同
号
イ
中

｢

佐
伯
郡
大
野
町｣

を

｢

廿
日
市
市｣

に
改
め
、
同
号
ウ
か
ら
オ
ま
で
の
規
定
中｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
、

｢

同
郡
大
野
町｣

を

｢

同
市｣

に
改
め
、
同
号
カ
及
び
ケ
中

｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
、
同
号
コ
中

｢

佐
伯
郡
大
野
町｣

を

｢

廿
日
市
市｣

に
改
め
、
同
号
サ
中

｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢
廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
、
同
表
第
三
六
号
エ
か
ら
キ
ま
で
の
規
定
及
び
同
表
第
三
七
号
エ
中

｢

豊
田

郡
瀬
戸
田
町｣

を｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町｣

に
改
め
、
同
表
第
五
二
号
中｢

因
島
市
因
島｣

を｢

尾
道
市
因
島｣

に
改
め
、
同
号
ア
及
び
イ
中

｢

因
島
市
鏡
浦
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
鏡
浦
町｣

に
、｢

同
市
椋
浦
町｣

を

｢

同
市
因
島
椋
浦
町｣

に
改
め
、
同
号
ウ
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
中

｢

因
島
市
三
庄
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
三

庄
町｣

に
改
め
、
同
号
キ
、
ク
及
び
コ
か
ら
ス
ま
で
の
規
定
中

｢

因
島
市
土
生
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
土
生

町｣

に
改
め
、
同
号
タ
中

｢

因
島
市
土
生
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
土
生
町｣

に
、｢

同
市
田
熊
町｣

を

｢

同

市
因
島
田
熊
町｣

に
改
め
、
同
号
チ
及
び
ツ
中

｢

因
島
市
洲
江
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
洲
江
町｣

に
改
め
、

同
号
テ
及
び
ト
中

｢

因
島
市
田
熊
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
田
熊
町｣

に
、｢

同
市
中
庄
町｣

を

｢

同
市
因
島
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中
庄
町｣

に
、｢

豊
田
郡
瀬
戸
田
町｣

を

｢

同
市
瀬
戸
田
町｣

に
改
め
、
同
号
ナ
か
ら
ネ
ま
で
の
規
定
中

｢
因
島
市
重
井
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
重
井
町｣

に
改
め
、
同
表
第
五
三
号
ア
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
中

｢

豊

田
郡
瀬
戸
田
町｣

を

｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町｣

に
改
め
、
同
号
キ
中

｢

豊
田
郡
瀬
戸
田
町｣

を

｢

尾
道
市
瀬
戸

田
町｣
に
、｢
因
島
市
重
井
町｣

を

｢

同
市
因
島
重
井
町｣

に
改
め
、
同
号
ク
及
び
ケ
中

｢

豊
田
郡
瀬
戸
田

町｣

を｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町｣

に
改
め
、
同
号
コ
及
び
サ
中｢

豊
田
郡
瀬
戸
田
町｣

を｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町｣

に
、｢

因
島
市
洲
江
町｣

を

｢

同
市
因
島
洲
江
町｣

に
改
め
、
同
号
シ
及
び
ス
中

｢

因
島
市
原
町｣

を

｢

尾

道
市
因
島
原
町｣

に
、｢
豊
田
郡
瀬
戸
田
町｣

を

｢

同
市
瀬
戸
田
町｣

に
改
め
、
同
号
セ
か
ら
タ
ま
で
の
規

定
中

｢

豊
田
郡
瀬
戸
田
町｣
を

｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町｣

に
改
め
、
同
表
第
五
六
号
中

｢

因
島
市
細
島｣

を

｢

尾
道
市
細
島｣

に
、｢

尾
道
市
加
島｣

を

｢

同
市
加
島｣

に
改
め
、
同
表
第
五
八
号
中

｢

因
島
市
細
島｣

を

｢

尾
道
市
細
島｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
う
ち
え
び
こ
ぎ
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
及
び
ウ
中

｢

佐
伯
郡
宮
島

町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

福
山
市
津
軽
島｣

を

｢

同
市
津
軽
島｣

に
、

｢

福
山
市
内
海
町
田
島
及
び
同
町
横
島｣

を

｢
同
市
内
海
町
田
島
及
び
同
町
横
島｣

に
、｢

尾
道
市
向
島
町

向
島｣

を

｢

同
市
向
島
町
向
島｣

に
改
め
、
同
号
タ
中

｢
因
島
市
鏡
浦
町｣

を

｢

同
市
因
島
鏡
浦
町｣

に
改

め
、
同
号
チ
中

｢

因
島
市
鏡
浦
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
鏡
浦
町｣

に
、｢

尾
道
市
向
島
町｣

を

｢

同
市
向
島

町｣

に
改
め
、
同
号
ツ
及
び
テ
中

｢

因
島
市
三
庄
町｣

を

｢
尾
道
市
因
島
三
庄
町｣

に
改
め
、
同
表
ご
ち
網

漁
業
の
う
ち
一
そ
う
ロ
ー
ラ
ー
ご
ち
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
及
び
ウ
中
｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市

宮
島
町｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

｢

豊
田
郡
瀬
戸
田
町
高
根
島｣
を
｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町
高
根
島｣

に
改

め
、
同
号
ア
及
び
エ
中

｢

豊
田
郡
瀬
戸
田
町｣

を

｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町｣
に
改
め
、
同
号
カ
中

｢

豊
田
郡
瀬

戸
田
町｣

を

｢

尾
道
市
瀬
戸
田
町｣

に
、｢

因
島
市
原
町｣

を

｢

同
市
因
島
原
町｣
に
改
め
、
同
項
第
八
号

中

｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
ご
ち
網
漁
業
の
う
ち
一
そ
う
ロ
ー
ラ
ー
ご
ち
網
漁
業
の
部
七
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
項
第
一
号
イ
及
び
ウ
中

｢

佐
伯
郡
宮
島
町｣

を

｢

廿
日
市
市
宮
島
町｣

に
改
め
、
同
部
十
一
月
一

日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
項
第
四
号
ア
中

｢

因
島
市
原
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
原
町｣
に
、｢

豊

田
郡
瀬
戸
田
町｣

を

｢

同
市
瀬
戸
田
町｣

に
改
め
、
同
号
エ
及
び
オ
中

｢

因
島
市
三
庄
町｣

を

｢

尾
道
市
因

島
三
庄
町｣

に
改
め
、
同
号
キ
中

｢

因
島
市
坊
地
島
鼻｣

を

｢

尾
道
市
因
島
坊
地
島
鼻｣

に
改
め
、
同
号
ク

中

｢

因
島
市
田
熊
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
田
熊
町｣

に
、｢

同
市
西
浦
町｣

を

｢

同
市
因
島
西
浦
町｣

に
改

め
、
同
号
ケ
中

｢

因
島
市
洲
江
町｣

を

｢

尾
道
市
因
島
洲
江
町｣

に
、｢

豊
田
郡
瀬
戸
田
町｣

を

｢

同
市
瀬

戸
田
町｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
一
号

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

各
号｣

の
下
に

｢

又
は
第
二
項
各
号｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

学
習
状
況｣

の

下
に

｢

又
は
学
習
成
績｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

(

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
人
の
指
定)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

表
中

｢

広
〇
一
二｣

を

｢

広
〇
一
四｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号

(

農
業
振
興
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
業
経
営
総
室
農
地
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

府
中
農
業
振
興
地
域
の
範
囲
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。
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広
島
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
九
百
九
号

(

農
業
振
興
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変

更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
業
経
営
総
室
農
地
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

上
下
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

広
島
県
告
示
第
三
百
号

廿
日
市
市
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

作
業
種
類

公
共
測
量

(

二
級
、
三
級
及
び
四
級
基
準
点
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
三
月
三
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

廿
日
市
市
平
良
山
手
地
内

(

廿
日
市
駅
北
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内)

広
島
県
告
示
第
三
百
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
竹
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
三
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

造
賀
田
万
里
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
三
百
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
三
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

高
光
総
領
線

道
路
の
区
域
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府

中

府
中
市
の
う
ち
、
別
図
で
黄
色
に
着
色
し
た
部
分(

昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号
で
定

め
ら
れ
た
都
市
計
画
の
市
街
化
区
域
、
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
十
八
号
、
平
成
三
年
広
島

県
告
示
第
千
七
百
十
三
号
、
平
成
四
年
広
島
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号
及
び
平
成
十
三
年
広
島
県
告
示
第

八
百
九
十
八
号
で
定
め
ら
れ
た
都
市
計
画
の
市
街
化
区
域
、
昭
和
六
十
三
年
上
下
町
告
示
第
二
十
三
号
及

び
平
成
八
年
上
下
町
告
示
第
三
十
号
で
定
め
ら
れ
た
都
市
計
画
用
途
地
域
の
区
域)

、
紫
色
に
着
色
し
た

部
分(

平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
訓
令
第
二
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番
号
七
一
六
か
ら

七
一
八
ま
で
、
七
二
〇
か
ら
七
三
八
ま
で
及
び
八
二
五
か
ら
八
二
八
ま
で
並
び
に
官
行
造
林
地[

ツ
ル
ブ

キ
山
外]
の
区
域)

及
び
赤
色
に
着
色
し
た
部
分(

平
成
十
五
年
広
島
県
告
示
第
千
五
百
四
十
八
号
瀬
戸

内
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
た
上
下
町
の
民
有
林
の
林
班
番
号
九
五
及
び
九
六
の
区
域)

に
該
当
す
る

土
地
の
区
域
を
除
い
た
区
域(

別
図
略)

。

竹
原
市
田
万
里
町
字
東
鋳
師
原
一
七
一
〇
番
一
地
先
か
ら

竹
原
市
田
万
里
町
字
東
鋳
師
原
一
七
六
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
一
・
五
〇
〜

四
四
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

八
・
七
〇
〜
三

五
・
一
〇

敷
地
の
幅
員

四
六
三
・
八
〇

メ
ー
ト
ル

四
六
二
・
三
〇

延

長

拡
幅 備

考

神
石
郡
神
石
高
原
町
大
字
福
永
字
中
屋
徳
助
田
ノ
上
三
五

九
番
一
地
先
か
ら

神
石
郡
神
石
高
原
町
大
字
福
永
字
滝
合
正
ノ
合
三
四
番
一

地
先
ま
で

神
石
郡
神
石
高
原
町
大
字
福
永
字
中
屋
徳
助
田
ノ
上
三
五

九
番
一
地
先
か
ら

神
石
郡
神
石
高
原
町
大
字
福
永
字
中
屋
徳
助
田
ノ
上
三
五

九
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新 旧 新
旧

別

二
・
六
〇
〜
七

・
〇
〇

一
五
・
四
〇
〜

六
四
・
四
〇

二
・
六
〇
〜
七

・
〇
〇

二
九
・
〇
〇
〜

四
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

三
・
一
〇
〜
三

・
六
〇

敷
地
の
幅
員

二
七
二
・
二
〇

一
三
五
・
二
〇

二
七
二
・
八
〇

五
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

五
四
・
〇
〇

延

長

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

拡
幅 備

考
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広
島
県
告
示
第
三
百
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
三
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
四
号

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程

(

昭
和
四
十
六
年
広
島
県
告
示
第
百
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
建
築
計
画
概
要
書
等
東
広
島
閲
覧
所
の
項
中

｢

、
東
広
島
市｣
及
び

｢(

東
広
島
市
の
区
域

内
に
お
け
る
政
令
第
百
四
十
八
条
第
一
項
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
の
属
す
る
市
か
ら
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
レ
ス
タ
広
店
・
ユ
ー
ホ
ー
広
店

所
在
地

呉
市
広
白
石
一
丁
目
一
一
四
〇
七－

一
外

二

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

な
し

(

法
第
六
条
第
一
項
の
変
更
に
つ
い
て)

三

提
出
さ
れ
た
意
見
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

(

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で)

呉
市
商
工
観
光
部
商
工
振
興
課

(

呉
市
中
央
六
丁
目
二
番
九
号)

四

提
出
さ
れ
た
意
見
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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県
道
高
光
総
領

線 路

線

名

神
石
郡
神
石
高
原
町
大
字
福
永
字
中
屋
徳
助
田
ノ
上
三
五
九
番
一
地
先

か
ら

神
石
郡
神
石
高
原
町
大
字
福
永
字
滝
合
正
ノ
合
三
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

平
成
一
八
年
三
月
二

〇
日 供

用
開
始
の
期
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
地
域
商
業
を

考
え
る
会

特
定
非
営
利
活
動

法
人
広
島
県
建
築

物
構
造
耐
震
性
調

査
会

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

白
井

龍
彦

大
森

裕
子

代
表
者
の
氏
名

広
島
市
安
佐
南
区

祗
園
六
丁
目
九
番

二
六－

二
〇
七
号

広
島
市
佐
伯
区
五

日
市
町
美
鈴
園
二

六
番
二
〇
号

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
広
く
地
域
住
民
に
対

し
て
、
乗
り
物
を
通
じ
た
街
の
魅
力

づ
く
り
の
実
践
、
提
案
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
地
域
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
家
屋
の
耐
震
性
に
つ

い
て
不
安
を
持
つ
地
域
住
民
そ
の
他

助
言
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、

耐
震
診
断
並
び
に
修
繕
工
事
の
必
要

性
の
判
断
及
び
適
正
価
格
の
算
定
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
悪
質
事
業
者

の
排
除
を
図
る
こ
と
を
も
っ
て
、
消

費
者
の
保
護
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
三

月
三
日

平
成
一
八
年
三

月
一
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

(定期)



大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
法
と
い
う
。)

第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
の
属
す
る
市
か
ら
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

フ
レ
ス
タ
広
店
・
ユ
ー
ホ
ー
広
店

所
在
地

呉
市
広
白
石
一
丁
目
一
一
四
〇
七－

一
外

二

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

な
し

(

法
第
六
条
第
二
項
の
変
更
に
つ
い
て)

三

提
出
さ
れ
た
意
見
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

(

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で)

呉
市
商
工
観
光
部
商
工
振
興
課

(

呉
市
中
央
六
丁
目
二
番
九
号)

四

提
出
さ
れ
た
意
見
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

清
算
法
人
豊
田
郡
安
浦
町
大
新
開
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
清
算
人
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
呉
地
域
事
務
所
長

三

上

忠

彦

氏

名

住

所

高

宮

俊

昇

呉
市
安
浦
町
三
津
口
一
丁
目
一
一－

九

藤

原

聰

〃

〃

〃

一
丁
目
三－

六

杭

正

治

〃

〃

中
央
三
丁
目
三－

二
五

秋

本

芳

範

〃

〃

三
津
口
一
丁
目
二
〇－

七

光

原

恵

造

〃

〃

内
海
北
四
丁
目
九－

一
八

安
芸
高
田
市
所
在
の
長
瀬
川
地
区

(

山
根
工
区)

県
営
土
地
改
良
事
業

(

区
画
整
理
事
業)

の
換
地
計
画

に
基
づ
い
て
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
換
地
処
分
を
し
た
。

な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長

亀

頭

睦

訓

安
芸
高
田
市
所
在
の
長
瀬
川
地
区

(

杉
の
原
工
区)

県
営
土
地
改
良
事
業

(

区
画
整
理
事
業)

の
換
地
計

画
に
基
づ
い
て
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
平
成
十
八
年
三
月
十
日
換
地
処
分
を
し
た
。

な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
長

亀

頭

睦

訓

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業

の
計
画
変
更
を
平
成
十
八
年
三
月
十
日
同
意
し
た
。

な
お
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
同
意
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長

旗

手

清

文

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

府
中
市

水

永

区
画
整
理
事
業

三
次
市
作
木
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
及
び
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

就
任
役
員

職
名

氏

名

住

所

理
事

山

口

勝

則

三
次
市
作
木
町
下
作
木
一
一
五
五

〃

岩

岡

幸

人

〃

〃

伊
賀
和
志
一
一
九

〃

植

岡

弘

治

〃

〃

香
淀
六
七
〇

〃�
木

繁

〃

〃

森
山
中
一
八
〇

〃

上

川

饒

〃

〃

岡
三
渕
六
三－

三

〃

金�
俊

治

〃

〃

西
野
三
六
九

〃

住

岡

貞

司

〃

〃

下
作
木
八
六
三
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〃

山

音

俊

夫

〃

〃

大
山
一
五
〇

監
事�
田

守

〃

〃

大
津
五
〇
八

〃

丸

山

勲

〃

〃

香
淀
五
九
四

退
任
役
員

職
名

氏

名

住

所

理
事

山

口

勝

則

三
次
市
作
木
町
下
作
木
一
一
五
五

〃

岩

岡

恒

夫

〃

〃

伊
賀
和
志
一
一
九

〃

植

岡

弘

治

〃

〃

香
淀
六
七
〇

〃

上

川

饒

〃

〃

岡
三
渕
六
三－

三

〃

金�
俊

治

〃

〃

西
野
三
六
九

〃

山

音

俊

夫

〃

〃

大
山
一
五
〇

〃

酒

井

喜
久
夫

〃

〃

森
山
西
七
二－

二

〃

滝

本

勇

〃

〃

下
作
木
六
三
九－

一

監
事�
田

守

〃

〃

大
津
五
〇
八

〃

丸

山

勲

〃

〃

香
淀
五
九
四

教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
教教教
育育育
長長長
公公公
告告告

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
を
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で
の
間
、
臨
時
に
休
館

す
る
。平

成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

関

靖

直

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

四
六
、
四
八
八

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第

八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六

十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

四
五
四
、
〇
六
七

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

平成18年 3月20日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 1 7号

7

三

原

市

竹

原

市

呉

市

広

島

市

佐

伯

区

広

島

市

安

芸

区

広

島

市

安

佐

北

区

広

島

市

安

佐

南

区

広

島

市

西

区

広

島

市

南

区

広

島

市

東

区

広

島

市

中

区

選

挙

区

二
二
、
〇
一
七

八
、
六
二
〇

五
四
、
八
八
二

三
三
、
四
〇
八

二
〇
、
一
九
三

四
一
、
五
七
三

五
六
、
二
六
三

四
八
、
四
四
七

三
六
、
七
二
四

三
一
、
九
六
八

三
四
、
〇
六
三

三

分

の

一

の

数

(定期)



公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

20号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
３
月

20日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
三
月
二
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
十
六
号
に
登
載
の
広
島
県
公
告

(

第
五
種
共
同
漁
業

に
お
け
る
漁
業
権
者
が
実
施
す
べ
き
増
殖
基
準
の
設
定)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平成18年 3月20日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 1 7号

8

比

婆

郡

双

三

郡

神

石

郡

甲

奴

郡

�
品

郡

深

安

郡

世

羅

郡

御

調

郡

豊

田

郡

賀

茂

郡

高

田

郡

六
、
一
一
二

五
、
一
四
三

六
、
四
四
六

五
、
九
一
六

一
一
、
一
六
〇

五
、
三
〇
〇

八
、
二
一
一

一
九
、
四
四
一

一
二
、
二
九
六

九
、
三
五
三

山

県

郡

佐

伯

郡

安

芸

郡

廿

日

市

市

東

広

島

市

大

竹

市

庄

原

市

八
、
一
四
三

一
九
、
一
五
三

四
二
、
二
九
三

一
九
、
九
六
一

三
二
、
四
〇
六

八
、
三
二
一

五
、
六
三
六

5P
1253

5P
1175

5P
1259

5P
1288

5P
1205

5P
1163

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

Ｃ
Ｒ
花
満

開
煌
Ｇ
Ｌ

Ｃ
Ｒ
ビ
ッ

ク
リ
マ
ン

2000Ｔ
Ｋ

Ｃ
Ｒ
新
が

き
デ
カ
Ｓ

Ａ
Ｗ

Ｃ
Ｒ
Ｓ
Ａ

Ｋ
Ｐ

006

Ｃ
Ｒ
Ｓ
Ａ

Ｋ
Ｐ

001

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

ーバ

ース

ーパ

ース
タ
ジ
ア
ム

Ｔ
Ｒ

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア

代
表
取
締
役
井
置
定
男

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七

丁
目

201番
地
)

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
岸

勇
夫

(愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町

一
丁
目

127番
地
)

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア

ール
ア
ン
ド
デ
ィ

代
表
取
締
役
梅
村
義
孝

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸

の
内
二
丁
目

11番
13号

)

同
上

同
上

同
上

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

5P
1121

5P
1292

検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
３
月

20
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

ーバ

ース

ーパ

ース
タ
ジ
ア
ム

Ｍ
Ｒ

Ｃ
Ｒ
Ｄ
Ｓ

Ｓ
Ａ
Ａ
－

02 型
式
名

株
式
会
社
三
共

代
表
取
締
役
毒
島
秀
行

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六

丁
目

460番
地
)

株
式
会
社
大
一
商
会

代
表
取
締
役
市
原�

明
(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

鴨
付
町
一
丁
目

22番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



農
林
水
産
部
農
水
産
総
室
漁
業
調
整
室
長

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
十
三
号
に
登
載
の
広
島
県
公
告

(

土
地
改
良
区
の

清
算
人
の
就
任)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

農
林
水
産
部
農
村
整
備
総
室
土
地
改
良
室
長

平
成
十
八
年
三
月
十
日
付
け
広
島
県
報

(

号
外)

第
三
十
六
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

(

港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
の
指
定
等)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

土
木
建
築
部
空
港
港
湾
総
室
港
湾
管
理
室
長

平
成
十
八
年
三
月
八
日
付
け
広
島
県
報(

号
外)

第
三
十
五
号
に
登
載
の
監
査
委
員
公
表(

監
査
の
結
果)

の
別
紙
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

監
査
委
員
事
務
局
主
任
監
査
監

平成18年 3月20日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 1 7号

9

一
〇

ペ
ー
ジ

下 段

五
〃

内
水
共
第
五
号

誤

一
〇
〃

内
水
共
第
五
七
号

正

四
ペ
ー
ジ

上 段

六 行

清
算
法
人
豊
田
郡
豊
町
久
比
土
地
改
良
区

誤

清
算
法
人
豊
田
郡
安
浦
町
大
新
開
土
地
改

良
区

正

一 一
ペ
ー
ジ

下 下 段

二
の
表
の｢

面
積｣

一
の
表
の｢

面
積｣

欄

八
・
四

八
・
四

誤

〇
・
八
四

〇
・
八
四

正

九
〇

ペ
ー
ジ

二
四 段

総事業費 5,703,276円 誤

総事業費 5,703,267円 正

(定期)


